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「2026年３月期計算書類及びその附属明細書ならびに連結計算書類に対する意見不表明に

関するお知らせ」及び「2026年３月期有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明及び

内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ」に関する補足資料 

 

2026年６月 25日に公表いたしました「2026年３月期計算書類及びその附属明細書ならびに 

連結計算書類に対する意見不表明に関するお知らせ」及び 2026年６月 26日に公表しました

「2026年３月期有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明及び内部統制監査報告書の意見

不表明に関するお知らせ」につきまして、株主・投資家の皆様からお問い合わせをいただいてお

りますことから、現時点における当社の認識及び今後の対応について補足説明いたします。 

 

記 

 

１．「意見不表明の根拠」について 

2026年５月 15日付「2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」は、公認会計士又は

監査法人の監査の対象外として公表したものです。その後、会社法第 436条第２項第１号及

び会社法第 444条第４項の規定に基づく監査について、当社は 2026年５月 27日付で無限定

適正意見の監査報告書を受領しておりました。 

しかしながら、引き続き実施された有価証券報告書監査の過程において、会計監査人であ

るプログレス監査法人より、当社の財務諸表において資金の逼迫が深刻であり、継続企業の

前提に関する重要な不確実性が財務諸表に与える影響は重要かつ広範であることを理由とし

て、2026年３月期の計算書類及びその附属明細書ならびに連結計算書類に対する監査意見

を訂正し、意見を表明しない旨の 2026年５月 27日付の訂正後の監査報告書を 2026年６月

24日に受領いたしました。 

意見不表明の根拠は、当社が継続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上している

ことに加え、2026年４月 27日に株式会社 FitFounderに対する債務約 109百万円につき名

古屋地方裁判所より差押命令を受け、また 2026年５月 11日に社会保険料の滞納分約 29百

万円につき日本年金機構より資産の差押を受けるなど、資金が逼迫している状況が認めら

れ、継続企業の前提に重要な不確実性が認められることにあります。 
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会計監査人より継続企業の前提に関する経営者の評価の実施を求められたものの、経営者

が進めている対応策又は改善するその他の要因の存在についての十分かつ適切な監査証拠を

入手することができず、必要な監査手続を完了することができなかったことが、意見不表明

の理由であります。 

なお、当該意見不表明は、不正行為又は会計処理に関する重大な誤りが判明したことを理

由とするものではなく、原因は明確で、当社の資金計画及び資金調達の確実性という点のみ

となります。 

 

２．「監査意見不表明」の影響について 

今回の監査意見不表明は、会社法に基づき、定時株主総会招集ご通知に記載される計算書

類等に関する監査報告と、有価証券報告書を提出する際に行われる金融商品取引法に基づい

た財務諸表監査並びに内部統制報告書に係る内部統制監査となります。 

当社は、計算書類等に対する監査意見の不表明に伴い、2026年６月 25日付「第 23期定時

株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、2026年６月 26日開催の第 23期

定時株主総会において会社法第 317 条に基づく株主総会の続行（継続会の開催）の決議を行

い、本総会において継続会の開催及びその日時・場所の決定の取締役会への一任につきご承

認をいただいております。 

会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速やかに継続会を開催し、当該

継続会に 2026年３月期の計算書類等の承認を付議いたします。 

継続会の日時及び場所その他の詳細につきましては、決定次第速やかにお知らせいたしま

す。 

 

３．今後の見通し 

株主・投資家の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び

申し上げます。 

当社は、今回の監査意見の不表明に至った事態を厳粛に受け止め、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性を解消すべく、資金繰りの改善及び事業構造改革に全力で取り組むととも

に、一日も早く監査手続が完了するよう会計監査人と緊密に連携してまいります。 

なお、会計監査人からは、今回の不表明となった原因は当社の資金計画及び資金調達の確

実性のみとなり、資金計画及び資金調達の確実性が確認でき次第、所定の監査手続きを経た

上で、監査意見をいただけるとの事、確認しております。 

今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表してまいります。 

 

以上 


